
申請手数料 規模※ 申請手数料 規模規模（延床面積） 申請手数料 規模
（中間検査有）

申請手数料
申請手数料 規模※ 加算手数料

5,000円 200㎡以内 120,000円 30㎡以内 9,000円 ← 9,000円 10,000円 300㎡≦A＜1,000㎡ 15,000円

9,000円 200㎡<A≦500㎡ 140,000円 30㎡<A≦100㎡ 11,000円 ← 11,000円 12,000円 1,000≦A＜2,000㎡ 25,000円

14,000円 500㎡<A≦1,000㎡ 160,000円 100㎡<A≦200㎡ 15,000円 ← 15,000円 16,000円 2,000㎡≦A＜1,000㎡ 76,000円

19,000円 1,000㎡<A≦2,000㎡ 210,000円 200㎡<A≦500㎡ 20,000円 ← 21,000円 22,000円 5,000㎡≦A＜1万㎡ 120,000円

34,000円 2,000㎡<A≦1万㎡ 240,000円 500㎡<A≦1,000㎡ 33,000円 ← 35,000円 36,000円 1万㎡≦A＜2.5万㎡ 151,000円

48,000円 1万㎡＜A≦5万㎡ 320,000円 1,000＜A≦2,000㎡ 45,000円 ← 47,000円 50,000円 2.5万㎡≦A 189,000円

140,000円 5万㎡超え 580,000円 2,000㎡＜A≦1万㎡ 100,000円 ← 110,000円 120,000円

240,000円 1万㎡＜A≦5万㎡ 160,000円 ← 180,000円 190,000円

460,000円 5万㎡超え 330,000円 ← 370,000円 380,000円

計画変更（増築）→上記床面積区分  ①移転、③大規模の模様替、修繕

計画変更→変更部分の床面積の1/2  →床面積の1/2で算定

※面積算定方法：H11,4,28住指発第202参照 仮使用の承認申請 確認申請、完了検査手数料  ※用途変更については、完了検査申請不要

（法第7条の6） 120,000円 の減免  →工事完了届要

①移転、②用途変更、③大規模の模様替、修繕 ～第3項第1号～

→床面積の1/2で算定（上記面積区分） 仮設建築物の建築許可申請

（法第85条） 120,000円

建築設備（昇降機含む） 9,000円  建築設備（昇降機含む） 13,000円

計画変更（増設） 5,000円 全体計画認定申請  工作物 9,000円

（法第86条の8）

～第3項第2号～

工作物 8,000円

計画変更（増設） 4,000円 ・土地の収用等によるもの

0円/件

・住宅（住宅部分が1/2以上の併用住宅含

む）で災害発生から2年以内の着手に限る

額の1/2

 

※構造計算毎のその対象となる床面積に

応じた金額

100㎡<A≦200㎡

200㎡<A≦500㎡

500㎡<A≦1,000㎡

1,000＜A≦2,000㎡

2,000㎡＜A≦1万㎡

1万㎡＜A≦5万㎡

※建築確認手数料区分と同じ

※建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第12条の規定を受ける同法第11条

第1項の特定建築行為における非住宅部分

の床面積により算定

省エネ適判完了検査

5万㎡超え

加賀市手数料条例第6条

（手数料の減免）

建築確認申請手数料 中間検査申請手数料 完成検査申請手数料

規模（延床面積）

30㎡以内

30㎡<A≦100㎡

構造計算適合性審査

（ルート2計算）

建築許可等手数料


